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レ
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一　

一
般
犯
罪
の
原
因
に
関
す
る
通
説
的
見
解

こ
れ
ま
で
二
大
政
党
制
と
い
う
政
治
制
度
的
要
因
に
起
因
す
る
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
と
武
力
革
命
を

標
榜
す
る
ゲ
リ
ラ
組
織
と
コ
カ
イ
ン
の
国
際
取
引
の
主
体
で
あ
る
麻
薬
密
売
組
織
の
活
動
に
起
因
す
る
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
と
い
う
二
つ
の
特
殊
な
要
因
に
基
づ
く
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
扱
っ
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
要
因

が
解
消
し
た
と
し
て
も
な
お
残
る
要
因
は
、
一
般
犯
罪
に
起
因
す
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
で
あ
る
。
で
は
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
一
般
犯
罪
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
犯
罪
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
世
界
各
国
で
様
々
な
学
問
的
視
点
か
ら
分
析
・
研
究
さ
れ
て
お
り
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
学
界
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
の
成
果
で
あ
る
理
論
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
現
象
に
当
て
は
め
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
が
示
唆
す
る
対
策
の
提
言
が
行
わ
れ
て
き
た
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
の
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
に

関
す
る
研
究
』（G

aitán D
aza, 1995

）
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
般
犯
罪
に
つ
い
て
通
常

用
い
ら
れ
る
一
般
犯
罪
の
原
因
に
つ
い
て
の
学
説
の
う
ち
、
学
問
的
に
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
議
論
に
つ
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い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
文
化
、
暴
力
的
な
人
種
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
助
長

す
る
環
境
な
ど
と
い
う
検
証
不
可
能
な
抽
象
的
な
要
因
に
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
を
求
め
る
よ
う
な
理
論

で
あ
る
。

例
え
ば
、
増
田
義
郎
『
物
語
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
八
年
）
は
、
一
六
世

紀
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
植
民
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
（
四
八
〜
四
九

頁
）。「
こ
の
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
は
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
を
船
出
し
た
一
四
九
二
年
八
月
三
日
の
つ

い
数
カ
月
前
ま
で
は
、
グ
ラ
ナ
ダ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
激
し
く
戦
っ
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ス

ペ
イ
ン
人
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
国
か
ら
追
い
出
し
た
後
も
、
隣
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
と
絶
え
ず
戦

争
を
し
、
そ
の
軍
隊
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
強
と
い
わ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
バ
ル
バ
リ
ア
海
岸
の
イ
ス
ラ
ム

の
海
賊
た
ち
は
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
ス
ペ
イ
ン
の
地
中
海
海
岸
を
襲
っ
て
は
、
略
奪
を
行
い
、
多
く
の
男
女
子

ど
も
を
捕
虜
と
し
て
北
ア
フ
リ
カ
に
運
び
、
奴
隷
と
し
て
使
用
し
た
。
そ
こ
で
、
十
六
世
紀
は
じ
め
の
ス

ペ
イ
ン
人
は
、
い
つ
で
も
武
器
を
と
っ
て
戦
う
準
備
の
で
き
た
戦
士
た
ち
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

従
っ
て
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
降
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
渡
っ
た
人
々
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
に
戦
い
、
略

奪
す
る
戦
士
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。
彼
ら
は
、
後
の
北
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
移
住
し
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た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
よ
う
な
宗
教
人
で
も
な
く
、
ま
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
植
民
し
た
農
民
や
商
人
た
ち
で

も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」

仮
に
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
備
え
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
入
植
し
た
か
ら
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
が
生
じ
た
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
社
会
的
に
存
在
す
る

暴
力
的
人
種
」
と
か
、「
歴
史
的
に
継
承
さ
れ
た
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
文
化
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
議
論
を
す

る
こ
と
に
な
り
、
科
学
的
な
証
拠
を
と
も
な
っ
た
理
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
最
も
権
威
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
分
析

は
、
犯
罪
理
論
の
専
門
家
（violentiologo

暴
力
学
者
）
が
、
一
九
八
七
年
に
バ
ル
コ
大
統
領
に
提
出
し

た
「
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
調
査
委
員
会
報
告
書
」
で
あ
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ま

で
の
政
府
は
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
と
麻
薬
密
売
組
織
に
関
心
を
集
中
し
、
他
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
形

態
に
無
関
心
で
あ
っ
た
が
、
後
者
の
方
が
犠
牲
者
の
割
合
も
高
く
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
日
常
生
活
に
深
刻

な
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
一
般
犯
罪
の
比
重
が
、
政
治
的
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
や
麻
薬
組
織
犯
罪
よ
り
も
高
い
と
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
出
さ
れ
た
。
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第
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
に
つ
い
て
統
計
的
な
分
析
を
欠
き
、
経
験
則
的
な
理
論
構
築
が
行
わ
れ
て

い
な
い
。

第
二
は
、
様
々
な
態
様
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
間
の
関
係
を
説
明
し
て
お
ら
ず
、
現
下
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
現

象
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
優
先
的
に
講
ず
べ
き
か
明
ら
か
で
な
い
。

第
三
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
よ
る
死
者
の
う
ち
、
武
力
紛
争
や
麻
薬
に
よ
る
死
者
の
割
合
を
小
さ
い

（
一
九
八
五
年
の
場
合
七・五
％
）
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
影
響
が
ど
の
程
度
か
明
ら
か
で
な
い
。

第
四
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
過
程
を
、
世
代
間
を
ま
た
が
っ
て
上
昇
し
て
い
く
渦
巻
状
の
も
の
と
特
徴

づ
け
て
い
る
が
、そ
れ
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
常
に
暴
力
的
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
り
、

歴
史
的
事
実
に
反
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
報
告
書
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
基
本
的
に
は
政
治
的
な

抗
争
な
ど
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
考
え
方
を
否
定
し
、
生
活
の
質
や
社
会

関
係
が
よ
り
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
対
策
の
観
点
を
広
げ
る
の
に
一
役

買
っ
た
が
、
一
方
で
そ
の
原
因
を
日
常
的
な
一
般
犯
罪
に
帰
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

国
民
の
暴
力
性
を
強
調
す
る
結
果
と
な
り
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
報

告
書
の
内
容
の
問
題
点
と
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
論
難
す
る
。
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二　

一
九
世
紀
以
前
の
一
般
犯
罪
の
状
況

一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
様
々
な
戦
争
が
起
き
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地

で
あ
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
金
の
積
出
港
で
あ
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
や
コ
ー
ヒ
ー

な
ど
の
積
出
港
で
あ
る
サ
ン
タ
マ
ル
タ
が
イ
ギ
リ
ス
海
軍
や
海
賊
の
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
の
を
除

き
、
国
家
間
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

社
会
学
者
の
パ
ウ
ル
・
オ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
三
〇
〇
年
間
コ

ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
て
お
ら
ず
、
世
界
で
最
も
治
安
の
良
い
国
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
時
期
の
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
で
最
も
重
大
な
問
題
は
、
黒
人
奴
隷
の
反
乱
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
に
お
い
て
は
、
黒
人
奴
隷
の
人
口
に
占
め
る
割
合
は
一
〇
％
以
下
（
二
八
頁
表
１
参
照
）
で
あ
り
、

財
産
や
武
器
も
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
反
乱
は
一
度
も
発
生
し
て
い
な
い
（G

aitán D
aza, 

p.195

）。
む
し
ろ
、
黒
人
奴
隷
は
処
遇
が
悪
く
我
慢
で
き
な
い
場
合
に
は
逃
亡
と
い
う
手
段
を
と
る
こ
と
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が
多
く
、所
有
者
は
奴
隷
の
労
働
力
を
失
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
十
分
注
意
し
て
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
証
左
と
し
て
、
黒
人
奴
隷
の
割
合
が
高
か
っ
た
カ
リ
ブ
海
沿
岸
お
よ
び
太
平
洋
沿
岸
部
は
独
立
後
も

最
も
安
全
な
地
域
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
八
世
紀
末
の
人
口
構
成
（
二
八
頁
表
１
参
照
）
を
見
る
と
混
血
が
四
六
％
、
イ
ン
デ
ィ
オ
（
先

住
民
）
が
二
〇
％
、
白
人
が
二
六
％
、
黒
人
が
八
％
と
い
う
多
人
種
社
会
で
あ
り
な
が
ら
、
人
種
間
の
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
も
起
き
て
い
な
い
。

こ
の
三
〇
〇
年
間
に
発
生
し
た
大
き
な
社
会
的
動
乱
は
、
コ
ム
ネ
ー
ロ
ス
の
反
乱
で
あ
る
。
一
七
八
一

年
に
起
き
た
コ
ム
ネ
ー
ロ
ス
の
反
乱
は
、
ス
ペ
イ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
北
ア
メ
リ
カ

の
独
立
運
動
を
支
援
す
る
た
め
の
財
源
を
調
達
す
る
た
め
、
専
売
品
で
あ
る
タ
バ
コ
と
ア
グ
ア
ル
デ
ィ
エ

ン
テ
と
い
う
焼
酎
の
価
格
を
引
き
上
げ
、
ま
た
売
上
税
の
増
税
を
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
中
下
流
の
ク
リ

オ
ー
ジ
ョ
（
植
民
地
生
ま
れ
の
ス
ペ
イ
ン
人
）
と
メ
ス
テ
ィ
ソ
の
抵
抗
で
あ
っ
た
。
参
加
し
た
民
衆
の
数

は
二
万
人
と
い
わ
れ
た
が
犠
牲
者
は
指
導
者
の
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
時
代
の
治

安
の
良
さ
に
つ
い
て
研
究
を
し
た
文
献
は
、
資
料
な
ど
の
不
足
に
よ
り
極
め
て
少
な
い
が
、
少
な
く
と
も

メ
キ
シ
コ
、ペ
ル
ー
、エ
ク
ア
ド
ル
と
比
較
し
て
際
立
っ
て
平
和
で
あ
っ
た
事
実（B

ushnell, p.36

）は
も
っ

と
評
価
さ
れ
て
も
良
い
と
思
う
。
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な
お
、
一
般
犯
罪
で
は
な
い
が
一
九
世
紀
に
入
っ
て
最
大
の
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
独
立
宣
言

後
一
八
一
五
年
に
始
ま
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ
（
再
征

服
）
に
対
す
る
独
立
解
放
戦
争
で
あ
っ
た
。

図
15
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
一
八
三
〇
年
以
降
、
政
治
的
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
が
起
こ
っ
て
い
な
い
期
間
の
一
〇
万
人
当
た
り
殺
人

率
は
一
〇
人
程
度
で
極
め
て
低
い
水
準
で
あ
る
。

こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
ホ
セ
・
マ
リ
ア
・
サ
ン
ペ
ー
ル
の
「
コ

ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
政
治
変
革
と
社
会
状
況
」（
一
八
六
一
年
）

は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。「
田
舎
者
に
と
っ
て
は
、
政
府

は
神
話
的
人
格
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
政
府
と
は
、
ひ

と
り
で
武
器
を
持
た
ず
徒
歩
で
配
達
す
る
郵
便
夫
が
、
偶
然
に
山

賊
に
出
会
っ
た
よ
う
な
予
期
せ
ぬ
場
面
で
そ
の
危
険
を
取
り
払
う

た
め
に
三
色
旗
を
振
れ
ば
十
分
で
あ
る
ほ
ど
敬
意
を
払
わ
れ
て
い

る
存
在
で
あ
る
。
警
察
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
し
、
犯
罪
を
抑

120

100
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60

40

20

30 40 50 60 70 80 90
0

人

年

出所：Gaitán Daza, p.204

図15　1830年～ 1898年のビオレンシアの推移（5年移動平均）
（単位：人口 10万人当たり殺人数）
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圧
す
る
手
段
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
じ
開
け
て
侵
入
す
る
泥
棒

や
人
を
欺
く
よ
う
な
人
間
は
非
常
に
稀
で
あ
り
、
ま
た
、
職
業
的
な
盗
賊
は
こ
こ
で
は
例
外
的
で
、
さ
ら

に
刑
罰
制
度
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
犯
者
は
め
っ
た
に
い
な
い
」。

ま
た
、
歴
史
学
者
の
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ロ
ペ
ス
は
、
経
済
・
司
法
制
度
と
く
に
農
地
に
関
す
る
所
有
権

の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
常
に
争
い
の
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
の
入
植
地
の
農
地
の

実
効
的
占
有
者
と
所
有
権
者
と
の
争
い
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
入
植
地
で
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
発
生
頻
度
と

同
程
度
で
あ
る
と
い
う
十
分
な
証
拠
が
な
い
と
記
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
般
犯
罪
の
低
さ
の
証
拠
と
し
て
、
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ポ
サ
ー
ダ
は
コ
ロ

ン
ビ
ア
を
旅
行
し
た
米
国
人
の
イ
サ
ッ
ク
・
ホ
ル
ト
ン
（Isaac H

olton

）
の
旅
行
記
『
ア
ン
デ
ス
地
方

の
二
〇
カ
月
』（
一
八
五
七
年
）
の
記
述
「
生
命
に
対
す
る
犯
罪
に
関
し
て
い
え
ば
、
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ

ダ
全
土
の
殺
人
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
だ
け
の
殺
人
件
数
の
五
分
の
一
に
も
達
し
な
い
と
思
わ
れ
る
」
を

引
用
し
て
い
る
（P

osada, p.59

）。
ま
た
、一
八
八
四
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
フ
ェ
デ
リ
コ 

・ 

ア
ギ
ラ
ー

ル
に
よ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
犯
罪
統
計
と
他
国
の
数
字
の
比
較
検
討
を
使
い
、
チ
リ
、
メ
キ
シ
コ
、
ベ
ネ
ズ

エ
ラ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
殺
人
率
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
よ
り
も
高
い
と
い
う
大
変

示
唆
に
富
ん
だ
結
論
を
紹
介
し
、「
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、
チ
リ
に
お
け
る
日
常
的
な
山
賊
、
メ
キ
シ
コ
に
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お
け
る
恐
ろ
し
い
追
い
は
ぎ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
に
お
け
る
か
な
り
頻
繁
な
泥
棒
の
心
配
を
し
な
い
で
旅
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
引
用
し
て
い
る
（p.59

）。
な
お
、
こ
の
比
較
が
行
わ
れ
た
時
期
は
、
連
邦
制
を

徹
底
し
地
方
分
権
が
極
端
に
行
わ
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
合
衆
国
（
一
八
六
一
年
〜
一
八
八
六
年
）
の
時
代
で
、

表
３
の
と
お
り
、
一
八
七
六
年
の
乱
や
一
八
八
五
年
の
乱
な
ど
の
内
戦
が
発
生
し
て
殺
人
率
が
高
ま
り
、

中
央
政
府
の
ほ
と
ん
ど
の
権
限
が
各
州
に
委
譲
さ
れ
刑
事
司
法
制
度
が
貧
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
考

慮
に
入
れ
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
九
世
紀
以
前
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
々
の
な
か
で
、

最
も
治
安
の
良
い
国
で
あ
り
、
と
く
に
内
戦
を
除
く
一
般
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
治
安
維
持
に
係
る
国
家
権

力
が
弱
く
司
法
制
度
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
じ
て
低
か
っ
た
こ
と
は
正

当
に
認
識
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。

三　

二
〇
世
紀
以
降
の
一
般
犯
罪
の
状
況

次
に
、
二
〇
世
紀
の
一
般
犯
罪
の
状
況
を
見
る
た
め
、
八
九
頁
の
図
７
を
再
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
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二
〇
世
紀
前
半
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
般
犯
罪
の
状
況
は
、
図
７
の
と
お
り
、
千
日
戦
争
終
了
後

一
九
四
五
年
ま
で
の
四
三
年
間
、
一
九
二
八
年
末
の
バ
ナ
ナ
農
場
労
働
争
議
（
い
わ
ゆ
る
「
シ
エ
ナ
ガ
の

大
虐
殺
」）
を
除
き
大
き
な
事
件
が
起
き
て
お
ら
ず
、
殺
人
率
は
一
〇
万
人
当
た
り
一
〇
人
程
度
の
低
い

水
準
で
推
移
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
期
間
内
の
一
九
三
〇
年
、
四
四
年
間
の
長
期
政
権
を
維
持
し
た
保
守

党
か
ら
自
由
党
に
政
権
が
平
穏
に
交
代
し
て
い
る
。

一
九
四
六
年
の
選
挙
に
お
い
て
自
由
党
か
ら
保
守
党
に
政
権
が
交
代
し
、「
ボ
ゴ
タ
ソ
」
と
呼
ば
れ
る

ガ
イ
タ
ン
の
暗
殺
で
始
ま
っ
た
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
以
降
の
二
〇
世
紀
後
半
の
一
般
犯
罪
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
な
ら
び
に
そ
の
後
の
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻
薬
戦
争
に
よ
る
影
響
を
ど
の

よ
う
に
見
る
か
を
め
ぐ
り
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
「
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
調

査
委
員
会
報
告
書
」
は
、
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
時
代
の
犯
罪
の
原
因
は
、
政
治
的
要
因
よ
り
も
生
活
や
社

会
関
係
の
質
と
い
っ
た
一
般
犯
罪
の
原
因
に
よ
る
も
の
の
割
合
が
大
き
い
と
指
摘
し
、
こ
の
見
解
が
つ
い

最
近
ま
で
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
政
治
的
要
因
に
よ
り
い
っ
た
ん
暴
力
的
な
社
会
風
潮

が
醸
成
さ
れ
る
と
、
社
会
条
件
が
悪
化
し
て
、
略
奪
行
為
や
一
般
犯
罪
が
助
長
さ
れ
、
さ
ら
に
社
会
の
秩

序
が
保
た
れ
ず
国
家
の
権
威
が
損
な
わ
れ
れ
ば
、
警
察
レ
ベ
ル
に
ま
で
汚
職
が
波
及
し
、
刑
事
司
法
制
度

が
機
能
し
な
く
な
っ
て
一
般
犯
罪
を
抑
圧
で
き
な
く
な
る
と
い
う
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
か
ら
一
般
犯
罪
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へ
の
波
及
過
程
を
説
明
す
る
。
ま
た
、
保
守
党
が
自
由
党
に
対
抗
し
て
そ
の
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
に

政
府
お
よ
び
警
察
の
権
限
を
乱
用
し
た
こ
と
が
、
国
家
の
公
平
性
へ
の
信
頼
を
損
な
い
、
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
の
風
潮
を
高
め
る
原
因
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
学
者
も
い
る
（P

aul 

O
quist, V

iolencia, conflicto y política en C
olom

bia, 1978

）。

ま
た
こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻
薬
戦
争
の
時
代
の
ビ
オ

レ
ン
シ
ア
の
原
因
に
つ
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
例
え
ば
ガ
ビ
リ
ア
政
権
時
代
の
一
九
九
三
年
に
公

表
さ
れ
た
大
統
領
府
の
文
書
に
お
い
て
も
、「
大
部
分
の
殺
人
（
八
〇
％
近
く
）
は
、
市
民
間
の
日
常
の

暴
力
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、犯
罪
組
織
と
は
直
接
的
関
連
は
な
い
」と
記
述
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

一
九
九
八
年
の
国
家
和
解
委
員
会
も
、「
暴
力
に
よ
る
殺
人
の
八
五
％
は
、
日
常
性
の
な
か
で
起
き
た
結

果
で
あ
る
」と
述
べ
、さ
ら
に
国
連（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）に
よ
る「
紛
争
、出
口
の
あ
る
袋
小
路
」報
告
書（
二
〇
〇
三

年
）
も
「
基
本
的
論
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
死
者
の
う
ち
約
一
五
％
、

最
高
で
二
七
％
が
武
力
紛
争
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
般
犯
罪
が
紛
争
よ
り
も
四

倍
か
ら
七
倍
死
者
を
出
し
て
い
る
」（U

N
D

P, p.104

）と
し
て
、「
殺
人
全
体
と
紛
争
に
よ
る
殺
人（
一
九
九
七

年
〜
二
〇
〇
二
年
）」（
表
20
）
を
例
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
般
犯
罪
な
ど
の
割
合
が
高
い
と
い
う
通
説
的
見
解
は
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
次
の
よ
う
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な
重
要
な
含
意
を
持
つ
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
は
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
や
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻
薬
戦

争
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
全
体
の
殺
人
率
に
与
え
る
影
響
（
寄
与
度
）
は

小
さ
い
。

第
二
は
、
武
力
紛
争
の
主
目
的
は
、
必
ず
し
も
人
を
殺
す
こ
と
で

は
な
く
、
人
を
殺
す
こ
と
は
武
力
紛
争
の
効
果
な
い
し
動
機
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
主
目
的
は
別
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
に
対
し
、
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ポ
サ
ー
ダ

は
、
こ
の
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
な
ら
び
に
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻

薬
戦
争
を
原
因
と
す
る
殺
人
率
の
低
い
数
字
に
疑
問
を
提
起
し
、
次

の
よ
う
な
視
点
を
提
起
し
て
い
る
（P

osada, pp.86-89

）。

第
一
に
、
統
計
数
字
に
お
い
て
武
力
紛
争
と
一
般
犯
罪
な
ど
を
区

別
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
「
調
査
委

員
会
」
の
座
長
で
あ
っ
た
ゴ
ン
サ
ロ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
自
身
、「
規
範

的
に
定
義
さ
れ
た
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
つ
い
て
、（
中
略
）
組

表20　殺人全体と紛争による殺人（1997年～ 2002年）
（単位：人、％）

年 殺人総数（A）
人口10万人 
当たり殺人

紛争による殺人
（B）

紛争による殺人
の割合（B/A）

1997 25,379 63 3,730 14.7

1998 23,096 56 3,633 15.7

1999 24,358 59 4,003 16.4

2000 26,540 63 6,987 26.3

2001 27,841 65 7,637 27.4

2002 28,837 66 *4,625 21.4

出所：UNDP p.105
（注）＊は、1月から9月までの数字
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織
犯
罪
の
領
域
線
と
区
別
で
き
な
い
部
分
に
侵
入
し
て
き
て
お
り
、
ま
た
麻
薬
密
売
組
織
と
運
営
上
ま
た

は
戦
略
的
に
連
携
し
て
き
て
い
る
」
と
認
め
て
い
る
。

第
二
に
、
武
力
紛
争
ま
た
は
一
般
の
組
織
犯
罪
が
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
全
体
水
準
に
ど
の
程
度
の
衝
撃
を

与
え
て
い
る
の
か
を
測
定
す
る
体
系
的
な
研
究
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ァ
ビ
オ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
、

カ
ミ
ロ
・
エ
チ
ャ
ン
デ
ィ
ア
、
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ガ
ビ
リ
ア
、
マ
ウ
リ
シ
オ
・
ル
ビ
オ
な
ど
の
学
者
の
研

究
は
、
測
定
の
抜
本
的
な
見
直
し
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
く
に
ル
ビ
オ
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
支
配
的
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
統
計
そ
の
も
の
を「
神
秘
に
つ
つ
ま
れ
た
部
分
」

で
あ
る
と
し
て
本
質
的
な
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
現
在
利
用
さ
れ
て
い
る
殺
人
統
計
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
の
類
型
分
類
が
不
明
確
で
あ
り
、
武
力
紛
争
と
麻
薬
密
売
組
織
が
分
類
さ
れ
る
べ
き
「
職
業
的
お
よ
び

組
織
化
さ
れ
た
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
」
の
類
型
へ
の
登
録
が
過
小
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

前
出
の
国
連
文
書
も
こ
の
点
は
十
分
に
認
識
し
て
お
り
、
次
の
四
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
注
記

し
て
い
る
。

（
１
）
犯
罪
統
計
は
基
本
的
に
国
家
警
察
の
数
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、つ
い
最
近
（
二
〇
〇
一
年
頃
）

ま
で
、
二
〇
〇
の
市
お
よ
び
九
〇
％
以
上
の
町
村
に
警
察
署
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
２
）
国
立
法
医
学
研
究
所
（Instituto N

acional de M
edicina Legal

）
は
、
全
国
の
医
者
が
作
成
し
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た
死
亡
診
断
書
報
告
を
基
に
統
計
を
作
成
し
て
い
る
が
、
法
医
学
の
専
門
医
が
立
ち
会
っ
て
お

ら
ず
、
報
告
内
容
は
国
家
警
察
統
計
よ
り
も
質
が
劣
る
。

（
３
）
人
権
擁
護
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
が
作
成
す
る
統
計
は
、
基
本
的
に
は
新
聞
な
ど
マ
ス
コ
ミ
情
報
を
ベ
ー

ス
と
し
て
い
る
が
、
事
件
に
関
す
る
厳
密
か
つ
体
系
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
情
報
網
は
、
武
装
兵
士
の
行
動
に
極
め
て
弱
く
、
と
く
に
現
に
武
力
紛

争
が
起
き
て
い
る
地
域
で
の
情
報
収
集
力
が
弱
い
。

（
４
）
武
装
グ
ル
ー
プ
や
麻
薬
密
売
組
織
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
被
害
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
、
常
に

当
局
に
通
報
し
な
い
よ
う
厳
し
く
言
い
つ
け
脅
迫
し
て
い
る
。
ま
た
、
被
害
者
や
そ
の
家
族
は
、

政
府
軍
や
警
察
で
の
事
情
聴
取
を
受
け
る
と
そ
れ
が
武
装
グ
ル
ー
プ
な
ど
か
ら
犯
罪
行
為
に
つ

い
て
証
言
し
た
と
見
做
さ
れ
事
後
的
に
報
復
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
事
情
聴
取
に
応
じ
な
い
ま

た
は
偽
り
の
申
告
（
例
え
ば
け
ん
か
に
よ
る
死
亡
な
ど
）
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
マ
ウ
リ
シ
オ
・
ル
ビ
オ
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
よ
る

死
者
を
武
装
勢
力
に
有
利
に
証
言
す
る
証
人
は
少
な
く
な
く
、
従
っ
て
、
有
罪
判
決
と
な
っ
た
殺
人
事

件
の
九
五
％
が
、
け
ん
か
が
原
因
と
さ
れ
武
装
グ
ル
ー
プ
の
殺
人
と
し
て
裁
判
を
受
け
て
い
な
い
と
し

て
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
激
し
く
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
は
犯
罪
の
申
告
の
質
が
落
ち
た
と
指
摘
し
て
い
る



232

（C
rim

en e im
punidad, O

E
C

D
, 1999

）。

第
三
に
、
若
い
世
代
に
は
暴
力
的
傾
向
が
少
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
現
に
殺
人
率
が
高
ま
っ
た
時
期
に

お
い
て
も
傷
害
事
件
の
件
数
は
減
少
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
公
共
の
平
和
」（P

az P
ublica

）
と
い
う
市

民
グ
ル
ー
プ
が
ボ
ゴ
タ
の
犯
罪
の
性
格
を
分
析
し
た
結
果
（
二
〇
〇
一
年
）、
大
多
数
の
殺
人
は
衝
動
的

ま
た
は
成
り
行
き
で
実
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
罪
を
犯
す
個
人
ま
た
は
集
団
の
故
意
ま
た
は
周
到
に
準

備
さ
れ
た
行
為
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
（P

osada, p.88

）。
従
っ
て
、
社
会
秩
序
が
悪
化
し
て
い
る

な
か
で
殺
人
率
が
増
え
た
理
由
と
し
て
一
般
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
が
日
常
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
ま
す

ま
す
暴
力
に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
は
現
実
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
と
主
張
す
る
。
ル
ビ
オ
は
、「
平
均
的
な
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
は
、
今
日
、
よ
り
文
明
化
し
て
お
り
、
二
〇

年
前
よ
り
も
暴
力
的
傾
向
が
少
な
く
な
っ
た
」（C

rim
en e im

punidad, 1995

）
と
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
、
ゲ
リ
ラ
や
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
が
存
在
し
た
地
域
の
殺

人
率
は
存
在
し
な
い
地
域
よ
り
も
高
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
（G

aitán D
aza, p.362

）。
そ
の
場

合
、
一
般
犯
罪
と
し
て
の
殺
人
が
高
く
な
る
説
明
と
し
て
、
ひ
と
つ
は
、
国
家
警
察
の
統
計
が
戦
闘
行
為

に
よ
る
死
者
以
外
は
す
べ
て
一
般
犯
罪
に
分
類
す
る
と
い
う
不
正
確
さ
が
あ
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
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政
府
軍
と
国
家
警
察
が
ゲ
リ
ラ
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
集
中
す
る
結
果
、
一
般
犯
罪
を
抑
圧
す
る
余
力
が
な

く
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
メ
タ
県
の
グ
ラ
ナ
ダ
や
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
シ
エ
ナ
ガ
に
お
い
て
、

ゲ
リ
ラ
と
政
府
軍
の
大
量
の
兵
士
が
同
時
に
存
在
し
た
ケ
ー
ス
で
、
一
般
犯
罪
の
殺
人
率
が
極
め
て
高
く

な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
前
述
の
統
計
上
の
問
題
に
加
え
て
政
府
軍
と
ゲ
リ
ラ
の
対
立
と
そ
の
戦
力
バ

ラ
ン
ス
の
不
均
衡
が
、
ゲ
リ
ラ
と
関
係
の
な
い
犯
罪
を
引
き
起
こ
す
空
間
を
創
出
し
て
い
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
麻
薬
密
売
組
織
に
よ
る
殺
人
を
全
殺
人
の
一
〇
％
以
下
で
あ

る
と
推
計
し
て
い
る
（G
aitán D

aza, p.386

）
が
、こ
れ
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
論
じ
た
よ
う
な
メ
デ
ジ
ン
・

カ
ル
テ
ル
の
殺
人
行
動
や
メ
デ
ジ
ン
に
お
け
る
異
常
な
殺
人
件
数
を
見
る
と
、
議
論
の
余
地
が
あ
り
う
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
の
メ
デ
ジ
ン
の
殺
人
件
数
が
八
〇
〇
〇
件
で
そ

の
う
ち
銃
に
よ
る
射
殺
が
八
〇
％
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
同
年
の
全
殺
人
の
二
八
％
に
相

当
し
、
麻
薬
関
連
の
殺
人
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
と
い
う
推
計
の
根
拠
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

図
16
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

図
16
は
、
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻
薬
戦
争
が
激
化
し
て
か
ら
今
日
ま
で
の
殺
人
件
数
の
推
移
を
見
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
二
度
の
殺
人
率
の
低
下
が
生
じ
て
い
る
。

第
一
は
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
メ
デ
ジ
ン
や
カ
リ
と
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い
っ
た
都
市
に
お
け
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
麻
薬

カ
ル
テ
ル
の
解
体
に
と
も
な
っ
て
減
少
し
、
ま

た
一
九
九
五
年
以
降
ボ
ゴ
タ
の
治
安
対
策
が
強

化
さ
れ（
注
）、

他
方
で
、
地
方
に
お
い
て
は
、
武
装

ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー
プ
の
地
方
へ
の
浸
透
に
よ
り
殺

人
率
が
上
昇
し
た
と
い
う
要
因
が
総
合
さ
れ
て

殺
人
率
は
微
減
と
な
っ
て
い
る
。

（
注
）
サ
ン
チ
ェ
ス
（
二
〇
〇
七
年
）
は
、

一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の

間
の
ボ
ゴ
タ
の
治
安
分
析
に
よ
れ

ば
、
警
察
の
増
強
お
よ
び
司
法
制

度
の
再
活
性
化
、
刑
務
所
の
改
革

に
よ
り
、
殺
人
率
低
下
の
五
三
％
、

強
盗
率
低
下
の
七
六
％
が
、
ま
た

市
民
の
文
化
活
動
や
公
共
空
間
の

19
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出所：国防省；Consolidación de la Seguridad Democrática（2009）

図16　最近の殺人件数の推移
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整
備
な
ど
の
社
会
政
策
に
よ
り
殺
人
率
低
下
の
九
％
、
強
盗
率
低
下
の
二
％
が
そ
れ
ぞ
れ
説
明
で
き
る

と
し
て
い
る
（
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ボ
ニ
ー
ジ
ャ
・
メ
ヒ
ア
、「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
殺
人
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因

に
関
す
る
最
近
の
経
済
論
文
の
再
検
討
」（R

E
V

ISTA
 D

E
L B

A
N

C
O

 D
E

 LA
 R

E
P

U
B

LIC
A

, 2009.8, 

p.38

の
注
）。

そ
の
後
の
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
間
の
地
方
に
お
け
る
殺
人
の
増
加
は
、
ゲ
リ
ラ
組
織
と
パ

ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
の
大
規
模
な
攻
撃
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
二
〇
〇
二
年
以
降
の
殺
人
率
の
急
激
な
低
下
は
、
銃
器
に
よ
る
死
亡
の
低
下
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
二
〇
〇
二
年
の
ウ
リ
ベ
大
統
領
に
よ
る
民
主
的
治
安
対
策
の
開
始
以
来
、
政
府
軍
・
警
察
の
強
化
、

ゲ
リ
ラ
支
配
地
域
の
回
復
、
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
の
動
員
解
除
、
お
よ
び
コ
カ
対
策
の
強
化
な
ど
が
効
果
を

発
揮
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
以
来
の
一
〇
万
人
当
た
り
の
殺
人
率
は
、
二
〇
〇
二
年
の

六
九・八
人
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
三
五・二
人
に
半
減
し
て
い
る
。
今
日
で
も
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
、
Ｅ
Ｌ
Ｎ
の
ゲ
リ

ラ
が
活
動
し
て
お
り
、ま
た
小
規
模
の
麻
薬
カ
ル
テ
ル
が
違
法
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

一
般
犯
罪
に
よ
る
殺
人
率
は
ゲ
リ
ラ
戦
争
お
よ
び
麻
薬
戦
争
激
化
前
の
水
準
に
ま
で
戻
っ
て
い
る
と
い
え

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
ゲ
リ
ラ
戦
争
の
影
響
を
国
連
の
報
告
書
の
最
高
値
二
七・四
％
と
置
い
て
、

二
〇
〇
九
年
の
一
般
犯
罪
に
よ
る
殺
人
率
を
推
計
し
て
み
る
と
、そ
の
値
は
一
〇
万
人
当
た
り
二
二
人
で
、
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十
九
世
紀
以
降
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
発
生
し
て
い
な
い
時
期
の
一
〇
人
程
度

と
比
べ
て
約
二
倍
の
水
準
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
が
、
一
般
犯
罪
の
構
造
的
要
因
の
変
化
に
よ
る
も
の

で
あ
る
の
か
、
一
時
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
な
の
か
そ
の
要
因
を
さ
ら
に
理
論
的
に
分
析
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
。

四　

犯
罪
要
因
の
理
論
的
分
析

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
般
犯
罪
を
含
む
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
に
つ
い
て
、
回
帰
分
析
を
含
む
計
量
経
済
学

の
手
法
を
用
い
て
最
初
に
体
系
的
に
分
析
し
た
の
は
、前
出
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド 

・ 

ガ
イ
タ
ン 

・ 

ダ
サ
の『
コ

ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
に
関
す
る
研
究
』（G

aitán D
aza

）
で
あ
る
。
ガ
イ
タ
ン 

・ 

ダ
サ
は
、

犯
罪
の
原
因
に
関
す
る
世
界
各
国
の
理
論
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
現
象
に
当
て
は
め
具
体
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い

て
検
証
し
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
抽
出
し
て
い
る
（pp.395-404

）。

（
１
）
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
常
に
暴
力
的
国
家
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
２
）
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
八
〇
年
ま
で
の
間
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
は
、
野
党
に
対
す
る
保
障
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の
欠
如
す
な
わ
ち
野
党
関
係
者
の
殺
害
に
対
す
る
非
処
罰
（im

punidad （
注
））

で
あ
る
。

（
注
）「
非
処
罰
」
と
い
う
言
葉
は
、
刑
事
司
法
制
度
の
運
用
上
の
問
題
に
よ
り
、
犯
人
が
逮
捕
さ
れ
な
い
こ
と
、

お
よ
び
逮
捕
さ
れ
て
も
正
当
な
裁
判
で
処
罰
が
課
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
九
八
〇
年
以
降
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
増
加
の
要
因
は
、
司
法
制
度
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
ゲ
リ
ラ
お
よ
び
麻
薬
密
売
組
織
の
出
現
と
司
法
制
度
問
題
と
は
、
相
互
に
関
連
し

合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
リ
ラ
と
麻
薬
密
売
組
織
は
貧
弱
な
司
法
制
度
の
も
と
で
出
現
し
、

強
化
さ
れ
た
司
法
制
度
を
こ
の
両
組
織
が
侵
触
し
て
い
る
。

（
３
）
司
法
制
度
の
強
化
の
試
み
は
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
は
全
く
効
果
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
制
度
が
効
率
的
に
運
営
さ
れ
な
い
問
題
と
制
度
強
化
（
軍
隊
の
兵
士
、
警
察
官
、
裁

判
官
の
増
員
）
が
十
分
で
な
い
問
題
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
外
国
の
水
準
と
比
較

し
て
後
者
の
要
素
が
大
き
い（
注
）。

（
注
）
軍
隊
の
兵
士
数
で
比
較
す
る
と
、
一
九
八
〇
年
〜
一
九
八
四
年
で
、
兵
士
数
六
万
八
二
〇
〇
人
、
国
防

費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
一
％
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
中
下
位
に
位
置
し
て
い
る
。

（
４
）
国
際
的
に
は
、
最
貧
国
や
開
発
途
上
国
に
は
殺
人
率
が
高
い
と
い
う
証
拠
が
存
在
す
る
が
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
の
場
合
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
貧
困
、
所
得
の
配
分
と
い
う
説
明
変
数
は
異
例
に
高
い
ビ
オ
レ
ン
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シ
ア
の
水
準
を
ほ
と
ん
ど
説
明
し
な
い
。
逆
に
、
暴
力
事
件
の
多
い
県
は
、
豊
か
な
県
で
あ
る
。

（
５
）
地
域
の
経
済
活
動
水
準
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
説
明
変
数
で
は
な
い
。
ま
た
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア

と
地
域
の
都
市
化
の
程
度
お
よ
び
都
市
の
規
模
と
の
間
に
は
相
関
が
認
め
ら
れ
な
い
。

（
６
）
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
再
生
産
す
る
の
を
助
け
る
文
化
的
効
果
は
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
れ
は
司
法

制
度
の
破
綻
お
よ
び
非
処
罰
の
認
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
て
、
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
結
論
と
し
て
、「
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
推
移
は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
人
が
外
国
と
比
較
し
て
よ
り
暴
力
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
上
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
発

生
を
許
す
政
治
制
度
お
よ
び
司
法
制
度
に
関
連
す
る
特
別
の
環
境
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
教
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
が
、
悪
夢
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
世
代
か
ら

世
代
へ
死
に
至
る
ウ
ィ
ル
ス
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
暴
力
的
な
過
去
の
存
在
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
稀
有

な
人
間
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。」（G

aitán D
aza, pp.396-397

）

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
ガ
イ
タ
ン
の
業
績
に
対
し
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
研
究
が
そ
の
後
に
続
い
て
い
る
が
、
以
下

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
中
央
銀
行
で
あ
る
共
和
国
銀
行
の
地
方
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｅ
Ｅ
Ｒ
）
の
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
で
あ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ボ
ニ
ー
ジ
ャ
・
メ
ヒ
ア
の
前
掲
書
（R

E
V

ISTA
 D

E
L B

A
N

C
O

 D
E

 LA
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R

E
P

U
B

LIC
A

, 2009.8

）
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の

原
因
が
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題
と
ど
の
程
度
関
連
す
る
か
、
ま
た
ゲ
リ
ラ
や
麻
薬
密
売
組
織
が
ビ
オ
レ
ン

シ
ア
の
水
準
に
与
え
る
影
響
は
ど
の
程
度
か
と
い
う
観
点
を
中
心
に
、最
近
の
業
績
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

（
１
）
ア
ル
マ
ン
ド 

・ 

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
カ
ル
ロ
ス 

・ 

ポ
サ
ー
ダ
は
、『
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
犯
罪
』

（C
oyuntura E

conóm
ica vol.xxv, 1995

）
お
よ
び
『
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
、
犯
罪
お
よ
び
司
法
│
経

済
学
か
ら
の
視
点
』（C

oyuntura E
conóm

ica vol.xxx, 2000

）
に
お
い
て
、
最
小
二
乗
法
を
用

い
た
回
帰
分
析
に
よ
り
県
別
の
デ
ー
タ
を
扱
い
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

第
一
は
、
犯
罪
行
為
の
増
加
を
最
も
良
く
説
明
す
る
変
数
は
、
司
法
の
非
効
率
性
で
あ
る
。

第
二
は
、
豊
か
さ
と
犯
罪
行
為
と
の
間
に
は
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
多
く
の
県
に
お
い
て

既
に
犯
罪
が
経
済
成
長
に
重
大
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。

第
三
は
、
司
法
の
非
効
率
性
の
外
、
麻
薬
密
売
取
引
が
殺
人
率
の
推
移
を
説
明
す
る
変
数
で
あ
る
。

第
四
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
殺
人
件
数
と
逮
捕
者
数
と
の
間

に
は
長
期
的
に
負
の
相
関
が
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
殺
人
犯
の
検
挙
者
が
増
え
る
と
殺
人
が
減
る
関
係
が
あ
る
）。

（
２
）
こ
れ
に
対
し
、
マ
ウ
リ
シ
オ 

・ 

ル
ビ
オ
は
、「
犯
罪
と
非
処
罰
│
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
詳
細
」

（O
E

C
D

, 1999

）
に
お
い
て
、
犯
罪
原
因
に
関
す
る
格
差
と
武
力
紛
争
の
二
つ
の
仮
説
を
検
証
し
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て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
て
い
る
。

　

格
差
に
つ
い
て
は
、
国
内
で
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
高
い
一
二
四
市
の
な
か
で
、
貧
困
に
関
す
る

各
種
指
標
が
高
い
市
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
水
準
が
高
く
、
貧
困
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。

　

武
力
紛
争
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
五
年
の
殺
人
率
の
高
い
一
〇
地
域
の
う
ち
九
地
域
に
お
い

て
ゲ
リ
ラ
の
活
動
が
見
ら
れ
、
七
地
域
に
お
い
て
麻
薬
密
売
組
織
が
活
動
し
、
ま
た
多
く
の
地

域
に
お
い
て
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
が
活
動
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い

て
は
、「
職
業
的
お
よ
び
組
織
的
」
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
優
勢
で
あ
る
証
拠
で
あ
る
。

（
３
）
し
か
し
、
ル
ビ
オ
が
証
明
ま
た
は
反
証
し
た
二
つ
の
仮
説
は
、
そ
の
後
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て

検
証
さ
れ
、
エ
チ
ャ
ン
デ
ィ
ア
（
一
九
九
七
）、
ク
ビ
デ
ス
、
オ
ラ
ジ
ャ
お
よ
び
オ
ル
テ
ィ
ス

（
一
九
九
八
）、サ
ル
ミ
エ
ン
ト
お
よ
び
ベ
セ
ラ（
一
九
九
八
）お
よ
び
サ
ン
チ
ェ
ス（
二
〇
〇
七
）は
、

い
ず
れ
も
殺
人
率
の
高
い
市
町
村
は
最
も
豊
か
な
市
町
村
で
あ
る
確
率
が
高
い
と
結
論
づ
け
て
、

ル
ビ
オ
の
貧
困
・
格
差
仮
説
に
反
駁
し
て
い
る
（B

onilla M
ejía, p.34

）。

　

例
え
ば
サ
ン
チ
ェ
ス
（Las cuentas de la violencia, N

orm
a, 2007

）
は
、
よ
り
厳
密
な
方

法
論
を
用
い
て
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の
七
一
一
市
町
村
（
全
国
の
約
六
五
％
を
カ

バ
ー
）
の
デ
ー
タ
か
ら
「
他
の
国
や
地
域
で
原
因
と
さ
れ
る
貧
困
、
格
差
お
よ
び
排
除
と
い
っ
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た
要
因
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
４
）
一
方
、
紛
争
と
殺
人
率
と
の
間
に
は
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
者
間

に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
て
い
る
。
サ
ン
チ
ェ
ス
は
、「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
、

武
装
グ
ル
ー
プ
の
存
在
、
非
合
法
活
動
、
司
法
制
度
の
非
効
率
性
お
よ
び
こ
れ
ら
の
説
明
変
数

の
様
々
な
相
互
作
用
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
特
殊
な
性
格
を
有
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
（Sánches, 2007

）。
ま
た
違
法
作
物
と
紛
争
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
コ
カ
の
栽
培
と
非
合
法

武
装
勢
力
の
活
動
と
の
間
に
は
強
い
地
域
的
相
関
関
係
が
あ
り
、
ま
た
、
地
方
の
ま
た
は
近
隣

市
町
村
グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
で
の
違
法
作
物
の
生
産
活
動
の
前
に
、
ゲ
リ
ラ
や
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー

の
非
合
法
武
装
勢
力
の
活
動
が
先
行
し
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
司
法
の
非
効
率
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
議
論
が
あ
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

（
１
）
ル
ビ
オ
は
、
司
法
制
度
の
組
織
お
よ
び
規
範
の
変
遷
を
分
析
し
た
結
果
、
一
九
七
一
年
お
よ

び
一
九
八
七
年
の
制
度
改
革
に
お
い
て
、
犯
罪
事
件
の
捜
査
着
手
の
優
先
順
位
の
基
準
を
証
拠

に
基
づ
く
告
訴
を
優
先
す
る
よ
う
決
定
し
た
こ
と
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
説
明
す
る

（R
ubio, 1999

）。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
組
織
犯
罪
の
場
合
は
報
復
を
恐
れ
る
こ
と
に
加
え
て
証
拠

を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
た
め
、
組
織
犯
罪
側
に
有
利
と
な
る
。
こ
の

制
度
改
革
は
、
結
果
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
民
に
犯
罪
を
立
証
す
る
責
任
を
転
嫁
し
、
刑
事
事

件
の
矮
小
化
を
も
た
ら
し
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
の
研
究
と
は
別
の
視
点
か
ら
、
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
ガ
ビ
リ
ア
は
「
暴
力
犯
罪

の
増
加
に
よ
る
反
作
用
と
推
移
│
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
場
合
」（G

aviria, pp.1-25

）
に
お
い
て
、
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
の
激
化
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
を
提
案
し
、
多
数
の
支
持
を
得
て
い
る
。
ガ
ビ
リ
ア

モ
デ
ル
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
激
化
を
連
続
的
な
犯
罪
行
為
レ
ベ
ル
の
上
昇
と
考
え
る
の
で
は

な
く
、
低
犯
罪
と
高
犯
罪
と
い
う
二
つ
の
均
衡
間
の
移
動
と
理
解
す
る
。
こ
の
二
つ
の
均
衡
間

を
移
動
さ
せ
る
要
因
を
外
生
的
衝
撃
と
呼
び
、
一
時
的
な
衝
撃
が
恒
久
的
効
果
（
波
及
効
果
）

を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
場
合
の
外
生
的
衝
撃
は
麻
薬
取
引
の
国
際
的
中
心
で
あ

る
こ
と
だ
と
す
る
。
外
生
的
衝
撃
が
一
連
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
引
き
起
こ
し
て
高
犯
罪
の
均
衡
に

導
く
が
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
犯
罪
間
の
外
部
効
果
で
あ
り
、
犯
罪
に
よ
る
司
法
制
度
の

硬
塞
状
態
、
大
人
か
ら
若
者
へ
の
犯
罪
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
伝
達
、
若
者
の
モ
ラ
ル
の
低
下
な
ど
に

波
及
す
る
。
こ
の
仮
説
の
証
明
と
し
て
、
第
一
に
、
殺
人
率
の
傾
向
の
構
造
的
変
化
、
第
二
に
、
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県
別
の
殺
人
率
が
均
一
で
は
な
く
多
様
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
犯
罪
の
地
域
別
両
極
化
を
挙

げ
て
い
る
。
ガ
ビ
リ
ア
は
結
論
と
し
て
、「
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
束
縛
し
て
き
た
、
ま
た
現
在
で
も
束

縛
し
て
い
る
犯
罪
に
好
都
合
な
空
間
的
環
境
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪

そ
の
も
の
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

最
後
に
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
を
武
力
紛
争
や
麻
薬
密
売
組
織
以
外
の
社
会
情
勢
や
公
衆
衛
生
な
ど

の
日
常
の
生
活
の
な
か
に
探
し
求
め
る
手
法
と
し
て
、
集
団
を
対
象
と
し
た
疫
学
的
分
析
に
よ
る
研
究
成

果
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
ロ
ン
ド
ー
ニ
ョ
と
ゲ
レ
ー
ロ
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
と
の
疫
学
的
比
較

分
析
を
行
い
、
一
般
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
地
域
は
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
が
多
く
、
か
つ
精
神
衛

生
上
も
不
健
康
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
も
殺
人
の
犠
牲
者
が
若
い
男
性
で
平
均
よ

り
学
歴
、
収
入
が
低
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
と
銃
器
が
殺
人
に
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
喧
嘩
や
強

盗
が
殺
人
の
リ
ス
ク
要
因
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（Londoño y G

uerrero, 2000

）。

（
２
）
ベ
ッ
カ
ー
は
古
典
的
な
経
済
疫
学
モ
デ
ル
を
用
い
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
犯
罪
に
関
す
る

費
用
便
益
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
犯
罪
コ
ス
ト
の
期
待
値
が
極
め
て
低
い
と
い
う
重

大
な
問
題
を
指
摘
し
て
、警
察
、司
法
の
強
化
に
注
力
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（B

ecker, 



244

pp.169-217

）。

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
新
し
い
学
問
的
成
果
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
一
九
八
七
年
の
「
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
に
関
す
る
調
査
委
員
会
報
告
書
」
の
結
論
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
犯
罪
原
因
に
関
す
る
通
説
的

見
解
と
整
合
的
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
の
数
値
の
高
さ
は
、
貧
困
や
国
民
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ゲ
リ
ラ
や
麻
薬
密
売
組
織
の
影

響
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
対
処
方
針
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
大
き
な
意

義
が
あ
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
貧
困
、
格
差
な
ど
の
下
部
構
造
が
ゲ
リ
ラ
や
麻
薬
密
売
組
織
へ
の
若
者
の
参

加
の
要
因
で
は
な
い
か
と
い
う
通
説
的
立
場
か
ら
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、ポ
サ
ー
ダ
は
、

キ
ュ
ー
バ
革
命
に
よ
る
マ
ル
ク
ス･

レ
ー
ニ
ン
主
義
の
浸
透
と
キ
ュ
ー
バ
や
ソ
連
か
ら
の
資
金
援
助
に
よ

り
革
命
に
共
鳴
し
た
若
者
が
ゲ
リ
ラ
に
身
を
投
じ
た
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
上
部
構
造
）
が
主
た
る

要
因
で
あ
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
イ
ン
テ
リ
層
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
す
る
（P

osada, p.215, p228

）。

ま
た
、
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
、
キ
ュ
ー
バ
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
国
の
資
金
援
助
と
麻
薬
密
売
組
織
の

資
金
力
が
こ
れ
ら
の
組
織
の
拡
大
に
寄
与
し
た
の
で
あ
り
、
貧
困
、
格
差
な
ど
の
変
数
は
統
計
的
に
ビ
オ

レ
ン
シ
ア
の
数
値
の
高
さ
を
説
明
し
な
い
と
す
る
（G

aitán D
aza, p.368, p.400

）。
確
か
に
直
感
的
に
わ
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か
り
に
く
い
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
、
貧
困
や
格
差
が
存
在
し

な
が
ら
ゲ
リ
ラ
や
麻
薬
密
売
組
織
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
よ
う
な
大
き
な
影
響
力
を
も
た
な
い
理
由
で
あ
り
、

ま
た
、
貧
困
の
程
度
が
低
い
国
に
お
い
て
も
暴
力
団
組
織
が
な
く
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。

五　

貧
困
と
満
足
度

前
節
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
異
な
り
殺
人
率
の
貧
困
・
格
差
仮

説
が
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
計
量
経
済
学
的
理
論
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
紹
介
し
た
。
で
は
、
ど

う
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
一
般
犯
罪
理
論
で
有
力
な
貧
困
要
因
で
殺
人
率
を
説
明
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
？こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
見
で
は
あ
る
が
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
貧
困
率
が

四
六
％
と
高
い
の
に
、
現
在
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
人
の
割
合
が
九
三・三
％
と
極
め
て
高
い
の
は
何

故
か
と
い
う
筆
者
の
問
題
意
識
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
数
字

はD
A

N
E

, B
anco de la R

epubulica, M
inisterio de H

acienda

の
公
表
し
た
も
の
を
使
用
）。
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私
は
、
三
年
強
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
在
勤
中
に
全
国

三
二
県
の
う
ち
二
八
県
を
訪
問
す
る
機
会
を
得

た
。
都
市
か
ら
農
村
、
さ
ら
に
小
舟
で
し
か
行
け

な
い
よ
う
な
マ
グ
ダ
レ
ナ
川
中
流
域
沿
い
の
集
落

や
高
床
式
の
住
宅
が
数
軒
集
ま
っ
て
い
る
集
落
で

床
下
に
は
豚
を
放
し
飼
い
に
し
て
い
る
よ
う
な
場

所
に
も
足
を
伸
ば
し
た
。
そ
の
際
と
て
も
印
象
的

で
あ
っ
た
の
は
、
ど
の
村
や
集
落
で
も
、
住
民
の

生
活
水
準
は
決
し
て
高
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
子
ど
も
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
老
人
や
親
た
ち

す
べ
て
の
表
情
が
明
る
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
労
働
市
場
を
見
る
と

非
正
規
労
働
者（
注
）の
割
合
は
約
六
〇
％
と
高
く
、
必

ず
し
も
安
定
し
た
ま
た
は
十
分
な
所
得
が
保
証
さ

れ
た
就
業
状
況
で
は
な
い
。

ユネスコの世界無形文化遺産に認定されている 
バランキージャのカーニバル
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（
注
）
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
非
正
規
労
働
者
の
定
義
は
、
従
業
員
一
〇
人
未
満
の
零
細
企
業
の
事
業
主
お
よ

び
労
働
者
、
専
門
職
お
よ
び
技
術
職
を
除
く
自
営
業
者
、
家
族
補
助
者
、
家
事
労
働
者
を
い
う
と
さ
れ

て
い
る
。

九
三・三
％
と
い
う
数
字
は
、
仮
に
正
規
労
働
者
は
安
定
し
た
就
業
状
況
で
あ
る
か
ら
全
員
現
在
の
生

活
に
満
足
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、
必
ず
し
も
安
定
し
た
就
業
状
況
と
は
い
え
な
い
約
六
〇
％
の
非
正

規
労
働
者
の
う
ち
約
九
割
が
現
在
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
驚
く
べ
き
高
い
数
字
と
な
る
。ま
た
、

約
一
二
％
の
国
民
が
基
礎
的
食
料
が
不
足
し
て
い
る
極
貧
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
半
分
近
く
の
人
々

が
現
在
の
生
活
に
満
足
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

私
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
調
査
方
法
に
問
題
が
あ
る
か
、
調
査
の
誤
差
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た

が
、
他
の
機
関
の
調
査
で
も
同
じ
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て
い
て
、
調
査
方
法
の
問
題
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
例
え
ば
、
世
界
価
値
調
査
機
関
の
二
〇
〇
五
年
〜
二
〇
〇
六
年
の
満
足
度
調
査
で
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

は
二
五
カ
国
中
第
一
位
（
日
本
は
第
一
五
位
）、
英
国
レ
ス
タ
ー
大
学
の
エ
ー
ド
リ
ア
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
教
授

の
調
査
で
は
、コ
ロ
ン
ビ
ア
は
一
七
八
カ
国
中
、デ
ン
マ
ー
ク
、プ
エ
ル
ト 

・ 

リ
コ
に
次
い
で
第
三
位
（
日

本
は
第
九
〇
位
）、
全
米
科
学
財
団
（
Ｎ
Ｓ
Ｆ
）
の
国
民
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
九
七

カ
国
中
第
三
位
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
高
順
位
で
あ
る
。
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あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
大
学
の
教
授
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
が
、
現
状
を
受
け
入
れ
て
不
満
を
持

た
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
と
説
明
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
満
足
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で
カ
ト
リ
ッ
ク

教
の
国
が
高
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
く
、
こ
の
説
は
十
分
な
説
得
力
が
な
い
よ
う
に
思

う
。私

が
注
目
し
た
の
は
、
第
一
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
税
に
よ
る
所
得
再
分
配
機
能
は
あ
ま
り
働
い
て
い

な
い
が
、
公
共
料
金
な
ど
に
よ
る
所
得
再
分
配
機
能
が
大
き
い
こ
と
、
第
二
に
、
一
九
九
一
年
憲
法
制
定

以
来
社
会
政
策
が
充
実
し
、
そ
の
受
益
者
を
特
定
す
る
仕
組
み
が
家
族
単
位
で
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
第

三
に
、
無
年
金
困
窮
老
齢
者
年
金
の
創
設
な
ど
生
活
扶
助
シ
ス
テ
ム
が
充
実
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
税
に
よ
る
所
得
再
配
分
機
能
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
支
払
っ
て
い
る
個
人
は
約
一
〇
〇
万
人

い
る
が
所
得
・
法
人
税
収
に
占
め
る
所
得
税
の
割
合
は
五
％
に
す
ぎ
ず
、
所
得
税
の
役
割
は
大
き
く
な
い
。

ま
た
税
率
も
二
二
％
か
ら
三
四
％
で
累
進
率
は
小
さ
い
。
付
加
価
値
税
の
税
収
は
全
税
収
の
四
〇
％
強
の

規
模
で
、
所
得･

法
人
税
と
付
加
価
値
税
の
二
つ
で
全
税
収
の
八
〇
％
を
占
め
る
。
付
加
価
値
税
は
、
基

本
税
率
は
一
六
％
で
あ
る
が
、
食
料
品
な
ど
生
活
必
需
品
は
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
相
続
税

に
よ
る
再
配
分
機
能
も
ほ
と
ん
ど
働
い
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
税
制
構
造
全
体
と
し
て
所
得
再
分
配
機
能

が
高
い
と
は
い
え
な
い
。
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一
方
、
伝
統
的
に
公
共
料
金
に
つ
い
て
は
、
貧
困
家
庭
対
策
と
し
て
、
低
所
得
家
庭
の
料
金
は
安
く
、

高
所
得
家
庭
の
料
金
は
高
く
設
定
す
る
方
式
が
と
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
憲
法
制
定
後
、
社

会
政
策
の
受
益
者
を
特
定
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
、
公
共
料
金
も
こ
の
仕
組
み
と
組
み
合
わ
せ
て
設
定

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
仕
組
み
は
、
一
九
九
三
年
法
律
第
六
〇
号
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
益
者
選

定
シ
ス
テ
ム
」（
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｅ
Ｎ
）
と
い
い
、
各
家
庭
の
経
済
状
況
を
実
地
調
査
し
て
１
か
ら
６
ま
で
の
階

層
（
エ
ス
ト
ラ
ー
ト
）
に
格
付
け
す
る
。
調
査
項
目
は
、
所
得
の
み
な
ら
ず
、
教
育
水
準
、
住
宅
の
規
模
、

子
ど
も
の
数
と
年
齢
な
ど
の
要
素
で
あ
り
、
最
も
社
会
経
済
状
態
の
低
い
家
庭
が
階
層
１
、
最
も
高
い
階

層
が
６
と
認
定
さ
れ
、
六
段
階
の
階
層
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
。
こ
の
階
層
証
明
書
を
提
示
す
れ
ば
、
公

共
料
金
の
み
な
ら
ず
、
公
立
の
施
設
（
博
物
館
、
美
術
館
な
ど
）
の
入
場
料
や
国
立
大
学
の
授
業
料
が
安

く
な
る
。

表
21
は
、
二
〇
〇
六
年
の
ボ
ゴ
タ
の
公
共
料
金
表
を
筆
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
項

目
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
立
大
学
の
授
業
料
や
公
立
の
施
設
（
例
え
ば
博
物
館
）
の
入
場
料
な
ど

も
階
層
別
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
下
水
道
の
基
本
料
が
、
階
層
１
と
階
層
６
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ

一
三・五
倍
、
一
五・六
倍
と
大
き
な
格
差
が
設
け
ら
れ
、
高
階
層
が
低
階
層
の
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
い
る
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こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
こ
の
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｅ
Ｎ
の
階
層
と
社
会
保
障
制
度
が
密
接

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
現
在
階
層
１
お
よ
び
２
が
社
会
政
策
の
主
た

る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、医
療
制
度
の
税
方
式
体
系（
筆

者
注
、正
規
労
働
者
は
保
険
料
方
式
へ
加
入
す
る
）へ
の
加
入
資
格（
医

療
費
の
自
己
負
担
は
、
階
層
１
で
五
％
、
階
層
２
で
一
〇
％
）、
職
業

訓
練
所
（
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ａ
）
へ
の
優
先
入
所
、
失
業
補
助
金
の
支
給
、

就
職
の
斡
旋
、六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
の
保
護
（
食
料
支
給
な
ど
）、

住
宅
補
助
な
ど
の
受
益
者
と
な
り
、
と
く
に
階
層
１
は
特
別
に
、

大
統
領
府
社
会
行
動
庁
（A

ccion Social

）
の
総
合
的
補
助
金
が

受
け
ら
れ
、
ま
た
六
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
補
助
が
受

け
ら
れ
る
。

国
家
開
発
計
画
（
二
〇
〇
六
年
〜
二
〇
一
〇
年
）
で
は
、

二
〇
一
〇
年
の
社
会
行
動
庁
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
益
者
を

一
五
〇
万
家
族
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
家
族
福
祉
協
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｆ
）
に

表21　社会階層と公共料金の関係
（単位：ペソ）

1 2 3 4 5 6

上水道
　基本料 3,237 6,474 10,250 10,789 30,642 43,697

　従量(㎥ ) 550 1,099 1,741 1,832 2,529 2,529

下水道
　基本料 1,647 3,299 5,223 5,498 15,999 25,730

　従量(㎥ ) 337 674 1,067 1,123 1,606 1,606

ごみ処理 6,619 7,943 11,253 13,239 26,296 31,293

電気(/kwh) 118 141 197 232 278 278

ガス(/㎥ ) 425 488 595 595 714 714

出所：筆者がボゴタ市の公共料金表より作成
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よ
る
子
ど
も
へ
の
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
益
者
を
六
二
八
万
人
と
見
積
っ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
の
最
低
賃
金
（
月
額
）
が
五
一
万
五
〇
〇
〇
ペ
ソ
（
約
二
五
〇
ド
ル
）
で
、
こ
れ
で
ど
う

し
て
生
活
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
ら
の
公
共
料
金
の
割
引
と
福
祉
政
策
の
充
実
事

情
を
考
慮
す
る
と
、
案
外
質
素
な
生
活
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

具
体
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
家
庭
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

名
前
は
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
モ
レ
ノ
（
仮
名
）。
年
齢
は
四
〇
歳
。
一
四
歳
、
九
歳
と
五
歳
の
三
人
の
子

ど
も
の
母
親
で
、
夫
と
離
婚
し
て
母
子
家
庭
で
あ
り
、
家
政
婦
と
し
て
働
い
て
い
る
。
月
に
最
低
賃
金

五
一
万
五
〇
〇
〇
ペ
ソ
（
約
二
五
〇
ド
ル
）
の
給
料
と
交
通
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
階
層
１
に
認
定
さ

れ
て
い
る
。

一
カ
月
分
の
収
入
（
単
位
一
〇
〇
〇
ペ
ソ
）

　
　

月
給　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

五
一
五

　
　

五
歳
の
子
ど
も
の
食
事
補
助　
　
　
　
　
　

  

五
〇

　
　

一
四
歳
と
九
歳
の
子
ど
も
の
就
学
補
助　
　

  

五
〇

　
　
　

合
計　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
六
一
五

一
カ
月
分
の
支
出
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水
光
熱
料
（
階
層
１
の
平
均
）　　
　
　
　
　

四
八

　
　

食
料
費
（
平
均
的
家
計
支
出
）　　
　
　
　

二
六
四

　
　

教
育
費
（
平
均
的
家
計
支
出
）　　
　
　
　
　

七
六

　
　

電
話
代
（
階
層
１
の
平
均
）　　
　
　
　
　
　

 

一
一

　
　

そ
の
他
（
平
均
的
家
計
支
出
）　　
　
　
　
　

三
二

　
　
　

合
計　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

四
三
一

こ
の
家
庭
は
、
税
金
、
年
金
掛
金
が
免
除
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
低
賃
金
の
場
合
医
療
費
も
免
除
さ

れ
る
の
で
、
義
務
的
支
出
の
み
で
あ
れ
ば
毎
月
一
八
万
四
〇
〇
〇
ペ
ソ
（
約
一
〇
〇
ド
ル
）
余
剰
が
出
る

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
モ
レ
ノ
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
特
典
を
維
持
す
る
た
め
月
給

を
引
き
上
げ
て
あ
げ
る
と
い
う
雇
主
の
申
し
出
を
断
っ
て
、
最
低
賃
金
で
働
き
続
け
る
こ
と
を
選
択
す
る

と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
一
四
歳
の
子
ど
も
は
、
近
所
の
ゴ
ル
フ
場
で
キ
ャ
デ
ィ
と
し
て
働
き
、
一
日

三
万
五
〇
〇
〇
ペ
ソ
（
約
二
〇
ド
ル
）
稼
い
で
母
親
孝
行
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
の
慣
習
と
し
て
チ
ッ
プ
を
渡
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど

と
年
に
月
給
一
カ
月
分
の
ボ
ー
ナ
ス
が
支
給
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
も
計
算
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
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な
お
、
最
低
賃
金
は
毎
年
物
価
上
昇
と
生
産
性
向
上
を
考
慮
し
て
、
政
府
と
労
働
組
合
代
表
お
よ
び
使

用
者
側
代
表
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
で
決
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
と
、
最
低
賃
金
で
も
生
活
が
可
能
な
仕
組
み
が
ビ
ル
ト
・
イ
ン
さ
れ
て
お
り
、

非
正
規
労
働
者
だ
か
ら
現
状
に
満
足
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
マ
リ
ア
・
モ
レ

ノ
さ
ん
の
場
合
は
離
婚
し
た
母
子
家
庭
と
い
う
厳
し
い
状
況
を
設
定
し
た
が
、
両
親
が
共
働
き
の
場
合
に

は
、
最
低
賃
金
で
も
あ
る
程
度
余
裕
の
あ
る
生
活
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
貧

困
が
一
般
犯
罪
を
説
明
す
る
要
因
と
な
ら
な
い
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

現
段
階
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
満
足
度
が
高
い
要
因
に
つ
い
て
、
経
済
面
か
ら
見
た
筆
者
の
回
答
で
あ

る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
が
、
自
分
の
国
を
美
し
い
国
で
、
良
い
国
で
あ
る
と
誇
ら
し
げ
に
語

る
姿
を
見
る
と
、
一
般
の
日
本
人
が
自
分
の
国
を
前
向
き
に
堂
々
と
評
価
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
現
状
と
比
較
し
て
、
若
い
国
の
国
民
の
持
つ
将
来
へ
の
希
望
と
溌
溂
と
し
た
誇
り
を
誠
に
羨
ま
し
く
感

じ
て
し
ま
う
。



254

六　

一
般
犯
罪
に
関
す
る
通
説
的
見
解
の
誤
謬

一
九
八
七
年
の
「
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
調
査
委
員
会
報
告
書
」
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る

ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
関
す
る
最
も
権
威
あ
る
研
究
分
析
結
果
と
し
て
多
く
の
著
書
で
引
用
さ
れ
、
そ
の
見
解

が
広
く
流
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
調
査
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
の
中
頃
は
、
国
民

戦
線
協
定
に
よ
る
二
大
政
党
の
協
調
に
よ
り
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
終
息
し
、
社
会
の
秩
序
が
相
当
程
度

回
復
（
一
九
七
〇
年
の
殺
人
率
は
人
口
一
〇
万
人
当
た
り
二
〇
人
程
度
）
し
た
も
の
の
、
次
第
に
治
安
情
勢

が
悪
化
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
一
九
八
七
年
頃
の
殺
人
率
は
、
同
五
〇
人
程
度
）。
当
時
ゲ
リ
ラ
の

動
向
は
、Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
政
府
と
停
戦
協
定
に
合
意
（
一
九
八
四
年
）
し
、一
九
八
五
年
に
は
合
法
政
党
「
愛

国
同
盟
」
を
結
成
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、
麻
薬
カ
ル
テ
ル
と
の
戦
い
も
、
次
第
に
暗
殺
事
件
が

増
加
し
て
い
た
も
の
の
い
ま
だ
バ
ル
コ
大
統
領
に
よ
る
宣
戦
布
告
が
行
わ
れ
る
以
前
の
段
階
で
あ
っ
た

（
一
六
二
頁
図
８
参
照
）。



255

第4章　一般犯罪としてのビオレンシア

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
、既
存
の〝
暴
力
学
者
〞を
動
員
し
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
報
告
書
が
、

具
体
的
犯
罪
デ
ー
タ
を
科
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
な
く
各
学
者
の
説
を
総
花
的
に
盛
り
込
ん
で
し
ま
っ
た

こ
と
は
、
そ
の
後
の
政
府
の
犯
罪
対
策
の
立
案
を
誤
ら
せ
る
と
と
も
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
犯
罪
の
性
格
を
歪

め
る
元
凶
と
な
っ
た
。
と
く
に
、
武
力
紛
争
に
よ
る
影
響
を
過
小
評
価
（
一
九
八
五
年
で
七・五
％
）
し
た

結
果
、
犯
罪
現
象
の
原
因
の
分
析
が
不
正
確
と
な
っ
た
点
は
否
め
な
い
。

一
九
九
五
年
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
の
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
に
関

す
る
研
究
』
が
、
科
学
的
手
法
を
用
い
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
を
体
系
的
に
分
析
し
た

は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
こ
の
本
の
冒
頭
で
、
そ
の
目
的
を
次
の
三
つ
の
質
問
に

答
え
る
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
（G

aitán D
aza, p.92

）。

第
一
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
は
、
国
際
的
戦
争
も
内
戦
も
な
い
外
国
の
人
々
よ
り
も
暴
力
的
で
あ
る
よ
う

な
何
ら
か
の
要
因
を
持
っ
て
い
る
の
か
？

第
二
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
、
国
民
が
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
特
定
の

経
済
状
況
ま
た
は
地
域
状
況
に
対
応
し
て
い
る
の
か
？

第
三
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
？

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
一
九
八
七
年
報
告
書
の
座
長
で
あ
っ
た
ゴ
ン
サ
ロ 

・ 

サ
ン
チ
ェ
ス
が
、『
ビ
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オ
レ
ン
シ
ア
の
研
究
│
結
果
と
展
望
』（C

erec, 1991

）に
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
国
家
と
し
て
の
存
在
は
、

風
土
性
の
か
つ
慢
性
的
な
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
主
流
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
に
代
わ
っ

て
近
代
経
済
学
を
学
ん
だ
多
く
の
計
量
経
済
学
者
に
よ
っ
て
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
の
業
績
に
対
す
る
追
検
証

や
補
強
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
国
連
の
報
告
は
、「
一
般
犯
罪
が
紛
争
よ
り
も
四

倍
か
ら
七
倍
死
者
を
出
し
て
い
る
」（U

N
D

P, p.104

）と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
報
告
を
出
し
て
お
り
、

「
調
査
委
員
会
報
告
」
の
亡
霊
に
と
り
憑
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
注
）。

（
注
）
筆
者
が
ボ
ゴ
タ
の
大
使
館
に
在
勤
中
、
在
ボ
ゴ
タ
の
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
所
長
が
、
ボ
ゴ

タ
近
郊
の
ソ
ア
チ
ャ
地
区
の
支
援
を
要
請
す
る
た
め
に
来
訪
し
た
。
そ
の
際
、そ
の
所
長
は
「
ソ
ア
チ
ャ

地
区
に
は
国
内
避
難
民
が
多
く
住
ん
で
お
り
、
貧
困
率
が
高
く
犯
罪
の
発
生
率
も
高
い
の
で
、
支
援
を

す
る
緊
要
性
が
強
い
」
と
説
明
し
た
の
で
、
筆
者
は
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
犯
罪
は
地
方
に
お
い
て
多
く
発

生
し
て
お
り
、
ま
た
犯
罪
は
貧
困
と
あ
ま
り
相
関
し
な
い
の
で
、
ソ
ア
チ
ャ
地
区
で
犯
罪
率
が
高
い
と

い
う
の
は
お
か
し
い
。
数
字
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
方
が
良
い
と
思
う
」
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
所
長
は
、
一
般
通
念
に
基
づ
き
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
刻
筆
者
が
統
計
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
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国
内
避
難
民
の
数
は
確
か
に
多
い
地
区
で
あ
っ
た
が
、
犯
罪
件
数
と
く
に
殺
人
率
は
ボ
ゴ
タ
並
み
に
低

い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
般
に
国
連
職
員
は
、
実
施
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
数
で
人
事
評
価
が
行
わ
れ
る
の
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

の
治
安
が
改
善
し
て
も
そ
れ
を
素
直
に
受
け
入
れ
ず
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
多
い
な
ど
と
主
張
し
て
事
務

所
の
規
模
の
拡
大
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
数
を
増
や
す
努
力
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
が
、
そ
の
小
説
や
自
伝
に
お
い
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
国
民
性
と

し
て
「
暴
力
性
」
を
強
調
し
た
影
響
も
極
め
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
で
も
こ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア

国
民
の
暴
力
性
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
悪
い
イ
メ
ー
ジ
は
残
念
な
が
ら
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。
ガ

ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
は
、
一
九
六
〇
年
に
「
暴
力
小
説
は
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
に
お
い
て
（
コ
ロ
ン
ビ
ア

人
が
有
し
て
い
る
）
国
民
性
の
唯
一
の
正
当
な
文
学
的
激
白
で
あ
る
」
と
表
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
の
文
学
者
は
誰
も
彼
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
を
祝
福
し
な
か
っ
た
と
い
う
（P

osada, p.24

）。

二
〇
〇
二
年
に
就
任
し
た
ウ
リ
ベ
大
統
領
の
民
主
的
治
安
対
策
の
柱
が
、
ゲ
リ
ラ
掃
討
と
麻
薬
対
策
お

よ
び
司
法
制
度
の
強
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ウ
リ
ベ
政
権
が
一
九
九
〇
年
代
の
学
問
の
成
果
を
政
策
に
適

正
に
反
映
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
政
策
の
実
施
に
よ
り
治
安
情
勢
が
格
段
に
改
善
し
て
き

た
こ
と
は
、
そ
の
政
策
の
基
本
に
あ
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
分
析
が
的
を
射
た
も
の
で
あ
っ
た
証
拠
で
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は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
く
に
、
日
本
に
お
い
て
報
道
さ
れ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
日
本
人
が
誘
拐
さ
れ
た
と
か
、

Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
テ
ロ
事
件
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
の
社
会
部
的
な
記
事
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、『
ニ
ュ
ー
ズ
・

ウ
ィ
ー
ク
』
誌
が
「
い
ま
や
メ
デ
ジ
ン
や
ボ
ゴ
タ
は
、
米
国
の
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
治
安
の
良
い
都
市
に

な
っ
た
」（
二
〇
〇
七
）
と
記
し
た
よ
う
な
客
観
的
な
報
道
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
冒
頭
に
紹

介
し
た
古
い
固
定
観
念
に
基
づ
く
著
書
が
日
本
で
出
版
さ
れ
続
け
て
お
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
真
実
の
姿
が

伝
わ
る
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
し
て
い
る
日
本
人
社
員
と
話
し
て
い
て
痛
感
す
る
の
が
、
日
本
の
本
社
の

経
営
幹
部
が
投
資
案
件
な
ど
の
経
営
判
断
の
際
、
治
安
問
題
の
リ
ス
ク
を
過
大
評
価
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

判
定
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
情
報

の
欠
如
に
よ
る
国
益
の
損
失
で
あ
る
。
現
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
な
か
で
外
国
か

ら
の
直
接
投
資
の
額
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
、
チ
リ
に
次
い
で
四
位
で
あ
り
、
毎
年
約
一
〇
〇
億

ド
ル
程
度
の
外
国
投
資
の
実
績
が
あ
る
が
、
日
本
か
ら
の
投
資
は
、
二
〇
〇
一
年
に
日
系
企
業
の
副
社
長

が
誘
拐
さ
れ
て
以
来
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
欧
米
の
企
業
お
よ
び
中
国
、
韓
国
、
イ
ン
ド
の
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企
業
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
積
極
的
に
投
資
を
し
て
、
資
源
の
確
保
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
場
の
開
拓
お
よ
び
貿
易

の
促
進
を
進
め
て
い
る
姿
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
報
ギ
ャ
ッ
プ
を
一
日
も
早
く
解
消
す
る
た
め
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
研
究
者
、
マ
ス
コ
ミ
関
係

者
お
よ
び
外
務
省
が
、
最
新
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
正
し
い
情
報
を
発
信
し
、
我
が
国
の
産
・
官
・
学

が
偏
見
な
し
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
相
対
峙
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。




